
第６回地域再生推進委員会 議事要旨 

 

１．日時 

 平成 26年８月１日（金）16：30～17：30 

 

２．場所 

 中央合同庁舎８号館（内閣府本府）５階Ｃ会議室 

 

３．出席者 

（地域再生推進委員会） 

  田城委員長、加藤委員、橘田委員、武山委員、中村委員、根岸委員、 

吉田委員 

（内閣官房地域活性化統合事務局） 

  内田局長、富屋代理、麦島次長、須藤参事官、戸倉企画官、 

細萱参事官補佐 

 

４．議事内容 

○ 事務局が、これまでの当委員会の議論等を踏まえた中間報告（案）につい

て説明した後、各委員による自由討議を実施。各委員の主な発言内容は次の

とおり。なお、本委員会のとりまとめについては委員長一任とされた。 

 

・若い人は、新しい視点を持ち、地域外の人々とネットワークを形成してつな

がることを得意としているため、地域再生のためには、人材の育成に力を入れ、

若年層の活用を図ることが重要。 

・地域再生の取組をビジネスとして成立させるため、地域の金融機関のアドバ

イスの活用を図ることが重要。 

・女性の起業を促進していく必要があると考えるが、そのためにも、地域の金

融機関の幹部等にもっと女性を登用すべき。 

・人材育成のターゲットは①地元で活躍する民間人材 ②地元の公務員、商工

会議所や観光組合といった公共性の高い人材 ③ＮＰＯ ④大学・高校の学生

と教員 の４種類に分類できる。誰に対してどのように行うかを明確にするべ

き。 

・山が荒れていることに危機感を抱いている。中山間地の荒廃は副次的被害も

多くなるため、「里山」、「棚田」といった森林絡みのキーワードを報告書に盛り

込み、間伐材の活用、獣害への対応といった観点を循環型の地域再生にいかに

して生かしていくという発想が必要。 

・中間報告（案）の「③モノ」の項目に、未利用施設の視点があるが、これを

未利用資源とすれば、森林資源を生かしたバイオマスや水源地に関する議論を

盛り込めるのではないか。 



・一般的な通念として、地域再生の担い手としてのＮＰＯ等の重要性が広がっ

ていかないと、地方での人材確保が困難になり、回っていかなくなってしまう。

フレキシブルに若者が地方でビジネスに取り組めるような移動環境を整備する

ことが必要。 

・中間報告（案）の「２．本提言の目的」に運命共同体意識というフレーズが

あるが、都市農村連携やビジネスの場には、運命共同体という言葉の持つイメ

ージよりももっと開放的な関係性があるのではないか。そのように考えると、

運命共同体という言葉がこの報告書で考える地域の在り方としてふさわしいも

のであるか疑義がある。 

・地方の雇用創出の問題は、個別の部局が対応するのではなく、関連する複数

の部局がトータルで束ねて対応すべき問題である。基礎自治体の単位で首長直

轄の組織が対応できるような組織作りが必要。 

・空き家対策は立法化による進展が期待されるが、今後、空き地問題が政策テ

ーマとして浮上してくるだろう。 

・地権者の権利と公共性（強制力）について、中長期的な視点で対応すべき課

題がある。 

・中間報告（案）の「負の遺産」の文脈において、空き地・空き家に加えて耕

作放棄地にも触れるべき。 

・中間報告（案）の「２．本提言の目的」において、「問題を『持続的に』解決

できる能力」というように、持続的という観点を加えるべき。サステナビリテ

ィは重要なキーワードである。 

・中間報告（案）の「３．地域再生の視点」において、現状維持が困難なもの

として、生活空間だけではなく、「地域組織」という観点を加えるべき。地方で

は、たくさんの組織を維持するために複数の組織の役職を兼務するなど組織疲

れが起こっている。 

・都市と地方の対比を考えると、とにかく地方は不便だという点が足枷になっ

てしまっている。地方がもっと魅力的かつ自由に活動できるフィールドに生ま

れ変わっていかなければならない。 

 

 

以上 


